
令和７年度 政務活動報告書（１） 
 

                   会派又は議員名  角田 広佑     
 

 

政 務 活 動 期 間 令和７年６月２６日～６月２７日（２日間） 

政 務 活 動 先 千葉県我孫子市議会、静岡県下田市議会 

政務活動参加者 角田 広佑（１名） 

政 務 活 動 項 目 
 ○公共交通について（送迎バス空席利用サービス） 

 ○新庁舎（旧中学校校舎）について 
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我孫市役所行政視察結果報告書 

令和７年７月１４日 

報告者 角田 広佑 

 

視察日程 令和７年６月２６日（木）１５：００～１６：３０ 

視察場所 我孫子市役所（我孫子市議会委員会室） 

視察議員 角田 広佑 計１名 

対応者 

我孫子市建設部交通政策課 課⾧ 高倍 宗一郎 様 

同公共交通係 主任主事 宮崎 新太 様 

我孫子市議会事務局 かんばやし様、齋藤様 

 

１．我孫子市の概要説明 ※詳細は添付資料にて 

・千葉県の北西部に位置し、東京の通勤圏として発展。上野東京ラインが開業し、我孫子

―東京間は最速３８分。そのため首都圏の通勤圏となっている。 

・東に印西市、南と西には柏市があり、北は利根川を挟んで茨城県取手市、利根町と隣接

した、細⾧い馬の背状の土地。 

・人口１３１，２５４人（令和７年４月１日現在）。世帯数６３，３４７世帯 

・一般会計予算４９３億９千円、特別会計２７８億３千万円（令和７年度） 

 

２．事業説明 

 事業名：送迎バスの空席を利用した高齢者外出応援事業 

 同事業は、市内の自動車教習所や、病院、大学等で運行している送迎バスを活用し、高

齢者や障がい者が気軽に買い物や通院等ができるよう外出応援するもの。平成１７年から

実施しており、先行事例として豊田市（愛知県）、船橋市、袖ケ浦市（千葉県）でも行われ

ている。（資料より） 

以下、事業の要点をまとめる。 

・利用対象者は市内在住の６５歳以上の方、障がいをお持ちの方で、１人でバスの条項が

できる方。または介助者同伴でバス乗降に支障がない方。 

・利用時間は９：００～１７：００ 土日も利用可能。ただし各事業者が運行している場

合に限られる（土日が休みの場合は運休） 

・利用方法として、市が発行する「送迎バス利用パスカード」の交付を受ける。これを提

示することで利用可能。申し込み時、満車及び満車が予想される場合は、乗車を断る場合

があることを説明し、同意を得て交付を行う。（別添資料３ページ、実施要領を参照） 

・令和６年度終了時点で、カード発行数は、２，０００人（６５歳人口の５％）。 

・令和７年度現在、現在協力している事業者は７社。内訳は市直営事業１、医療機関の送



迎バス５、自動車学校１。令和６年度は１０社あったが、３社が撤退した。事業統廃合に

よるものが１事業者、事業継続困難が１事業者。法律に抵触する恐れがあることによる廃

止が１事業者（後述する）。 

・市と事業者間で２年に一度協定書を締結。当初は平日のみの利用設定だったが、今年度

より土日祝日も利用可能に。但し事業を運営している事業者に限られる。 

 

３．質疑応答 

 以下、質疑応答で得られた情報を要約し整理する。 

・本事業は、各事業者の無料送迎バスに混乗することを基本としている。そのため運行時

間等の調整を部局が行うことはないため、事務的負担はかからない。また無料送迎である

ため、運賃収受がない代わりに、費用負担はパスカードの作成費用（隔年支出）と、損害

保険料のみで、令和６年決算額は１２８万２千円。 

・町の事業としてコミュニティバスも平成１７年度より運行しているが、こちらは１回１

５０円の利用を、今年度から２００円に引き上げた。利用率は３０％前後。 

・布佐地区では交通事業者が撤退し、ルート実証代行バスを運行開始したが、運賃１７０

円。しかしコミュニティバスは２００円と割高となり、逆転現象が起きてしまった。 

・障がい者の申請は少なく、ほとんどが６５歳以上。障がい者は別事業での補助があるた

めと考えられる。 

・土日運行については、当初から利用可能だったが、なぜか土日休みとなっていた。経緯

不明。 

・路線バス（青ナンバー事業者）から苦情（客を取られた等）は全くなかった。運送事業

の委託先（医療機関が委託をかけている等）もあるほか、路線競合も少ないことも要因。 

・交通体系整理のなかで、デマンドバスやライドシェアについても検討したが、デマンド

型交通はコストが高く、運用は現実的ではないという結論。ライドシェアについては、運

賃交通圏ごとの事業許可申請になり、松戸が申請をしているが、我孫子市内での利用実績

はない。 

・１０事業者から３事業者の撤退については、市の直営事業（高齢者福祉センター）の送

迎については、２センターあったものが統合されたため１減。医療機関の一つは、運転手

不足で送迎事業自体を取りやめたため１減。特筆すべきは中央学院大学で、運輸支局か

ら、法令違反の可能性があると市直接申し入れがあったため。中央学院大学では、担当事

業者が特定旅客自動車運送事業の許可を受けて運行しているため、大学生と教職員以外の

利用は法令違反に当たる可能性があるため、事業撤退を申し入れたとのことで１減となっ

た。 

・今月行われた協議会で、住民委員からは「もっと拡充を」との声があった一方で、事業

者側からは運転手不足を理由にこれ以上の便数増は困難と判断。結論は平行線だった。 

 



４．得られた成果と考察 

・この事業の主体は各事業者（病院、自動車学校）の送迎者に、登録者（パスカード所持

者）を混乗することで、高齢者等の移動手段確保と、送迎自動車の空運送を回避するとい

う目的を持っている。送迎ルートや本数の設定、ドライバー確保、車両のメンテナンス等

を事業者に一任できるという点では、自治体の事務手続き等は過重とならない。その代わ

り登録事務や苦情対応を担っている。初めに利用制限（満車では利用不可）を明確に説明

することで、苦情等も少ない状態が続いているという。 

・高齢者デイサービス等の送迎については、事業者も行っていない。デイサービスは戸口

から戸口の移送であることから、本事業においては利用方法についてはマッチングしづら

い面があると考えられる。 

・利用者にとっては何度利用しても、どの方面に利用しても無料であるので、そのメリッ

トは大きい。特に使用使途を問われないため、例えば自宅から通院するために利用し、そ

の後に買い物のために別の事業者の車両を利用し、その後別の事業者の車両で帰宅するな

ど、外出の幅が広がるという意味で、「足の確保」に一定の効果があるものと考えられる。 

・しかしながら、２０２４年問題や急速に進行しているドライバー不足（２種免許ドライ

バーに限らず）が、各事業者の運行体系の見直し、減便、最悪は撤退といった事例もあ

り、今後の在り方についてはニーズとのマッチングを勘案しながら、継続可能な事業展開

を行う必要がある。 

・以上を鑑み、当別町で展開可能性については、以下の点で検討が必要である 

 ① そもそも送迎を行っている事業者の拡充が必須。自動車学校は１事業者（篠路自動

車学校）が対象となっているが、対応可能か。 

 ② ①を鑑みると、従前より行われているスクールバスの車両運用以外の送迎等につい

て、議論する余地があるか。 

 ③ 既存の運送事業者の実態を把握し、新たな交通体系の再編について、それぞれの利

点、弊害を整理しながら議論を進める。 

 

５．まとめ 

    視察の結果、当別町内の移送体系と合致できる部分と、難しい部分が浮き彫りとなっ

た。それを踏まえ、当別にあった交通体系を示すためには、現行で運送事業を行っている

青ナンバー事業者や、その他車両を所有し送迎を行っている病院等の事業者、さらにはデ

マンド交通やライドシェア等、多角的な視点から実現可能性について調査研究をする必要

がある。現行の事業者に対し意向調査を行うなどして、現在の課題を改めて整理し、その

課題解決をも視野に入れた交通体系の再編が必要であると考える。 

    併せて、２０２８年に北海道医療大学が移転した後に、新たな事業が参入する可能性も

あり、それによっては補助金の受領を含めた事業継続の可能性も残っており、それらの状

況についても随時情報を確認することも肝要である。 



    併せて、現在町で進めている自動運転バスの実装についても、実現に向け現在データ集

積を主とした実証実験を継続している。冬季の運用等に課題が山積するが、こちらにおい

ても今後の動向を見守り、新たな交通体系の切り札となり得るかを調査していく。 

    ２０２４年問題、燃料高騰、なり手不足等課題が山積するなか、住民の高齢化に伴う免

許返納で、生活の足が無くなることによる外出機会の消失を食い止めることこそ、地域で

暮らしていくための第一歩であると強く感じた視察であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【参考】自動車学校車両の送迎事業 

    

   送迎車両 

    

   行先案内を掲示 



   【参考】議会見学 

    

   ゆるキャラを議⾧席に付置   

    

    

   現在も速記台を使用。ただ速記人が少なく、対応が難しくなってきているとのこと 



下田市役所行政視察結果報告書 

令和７年７月１4 日 

報告者 角田 広佑 

 

視察日程 令和７年６月２７日（金）１３：００～１４：３０ 

視察場所 下田市役所河内庁舎（下田市議会委員会室） 

視察議員 角田 広佑 計１名 

対応者 

下田市役所企画課調査建設係 係⾧ 土屋 真一郎 様 

同課庁舎建設係 主事 中田 一誠 様 

下田市議会 議⾧ 中村 敦 様（冒頭挨拶） 

下田市議会事務局 事務局⾧ 高橋 智江 様 

我孫子市議会事務局 主事 瀬戸 翔 様 

 

１．下田市の概要説明 ※詳細は添付資料参照 

・静岡県伊豆半島の最南端に位置し、東京から約１３０ｋｍ、静岡市から６５ｋｍに位置

する。海岸線の中でも深く入り込んだ下田港は、深い谷間が陥没してできた港湾で、開

国日本の口火を切った港である。 

・富士箱根伊豆国立公園の一角を占める。昭和３６年に伊豆急行が開通してから、観光産

業の急激な発展を遂げている。 

・人口１９，２８２人（令和７年１月１日現在）。ピーク時は３２，０００人を超える人

口がいたが、年々減少し、令和６年には２０，０００人を割り込んだ。 

・一般会計予算１３６億２千万円、特別会計８９６万６万円（令和７年度） 

 

２．事業説明 ※詳細は別添資料にて 

 事業名：下田市役所新庁舎整備事業 

 本事業は、現在津波浸水想定区域に立地し、老朽化、施設の分散等の理由で平成２１年

より検討が開始された。複数の候補地から、津波浸水想定区域外にある、河内地域への移

転が決定。当初は令和２年１月に新庁舎建設の入札を実施するが、入札不調。その後再度

入札不調やコロナ禍による社会的影響を踏まえ事業を延期した。令和４年３月、旧稲生沢

中学校（昭和５７年竣工）の閉校が決まり、既存資源の活用によるコスト縮減、環境負荷

低減の視点も加えて同校施設を新庁舎として改修して活用することとなった。本事業は熊

本県南関町において、高校施設を役場庁舎に転用した事例を視察し、事業化を進めた。 

 再検討の基本的な考え方として、①財政的なコスト縮減、②技術的な安全対策、③デジ

タル化や既存ストック活用、人口減、以上３点を踏まえた議論を行った。 

 ①については、昨今の資材高騰や人件費高騰のほか、人口減少による税収源等の諸問題



から、より一層の経費縮減意識を持った事業推進が必要となった。②においては、災害対

応拠点となる本庁舎機能の堅持が必要であることを念頭に置かれた。③においては、現行

の ICT 化と将来的な人口減少を見据えた施設整備を推進する必要があると考えた。その結

果、旧校舎の活用した新庁舎整備に加え、体育館の改修、グラウンドに新築庁舎を建設す

る方針を固めた。これらの方針をまとめ、令和４年６月新庁舎建設基本計画（改訂版）を

策定し、事業が推進された。 

 旧稲生沢中学校校舎は、新耐震基準の庁舎であったことら、耐震補強を行わなかった。

またコスト抑制の観点から、現在ある設備やインフラを極力活用する方針がとられた（別

添参照）。学校の雰囲気をできるだけ残して明るい執務空間の創出を意識する、床材や書棚

などをそのまま残す、廊下と教室を一体化（壁を撤去）する、天井から配線を下すこと

で、床面に配線を施す工事等を行わない、などというコンセプトをもって行った。 

 以上の経緯を経て、令和６年度に市庁舎機能の一部を移転して供用開始。今後２年間の

建設工事を経て、令和８年度までに体育館改修と新庁舎の建設が完成、供用開始を計画し

ている。 

 総事業費は３２～３５億円、財源は起債３０億円、庁舎建設基金１～４億円、一般財源

１億円となっている。 

 設備は地上４階建て。耐震強度の観点から、エレベーターは外付けとしている。1 階は

多目的室や会議室、クラブなどが入り、地域住民も出入りしやすいフロアである。2 階に

は企画課、防災安全課、観光交流課、産業振興課、３階には総務課、財務課、建設課の各

課が入る。4 階には議会事務局と議場、監査委員事務局が入る。 

 

３．質疑応答 

 以下、質疑応答で得られた情報を要約し整理する。 

・現在庁舎機能が分散しているが、当初は部局の所在を間違えてくる住民がいたが、現在

は周知した結果ほとんどなくなった。 

・学校施設を事務所へ転用するため、積載荷重の基準が適合するかが検討材料となった。

学校施設は事務所施設より積載荷重基準が緩く、床が過重に耐えられるか、耐力度調査を

施した 

・耐震基準については、役所の基準に適合していなかった。1.5 倍の耐震補強が必要で、

その結果教室内の柱や壁を取り壊せない箇所が点在した。そのため、それらについて耐震

補強工事を施した。 

・そもそもこの庁舎は、「あと２０年持てばいい」ということを念頭に置いて設置した。

今後見込まれる人口減少は、市民だけでなく職員も少なくなることが見込まれるほか、Ｉ

ＣＴやＡＩの導入、データ化の進行で、書類資料についても今後減少することが見込まれ

る。その点を考慮し、新庁舎として供用開始した建物は将来的には解体撤去する方針であ

り、現在改修中の体育館とグラウンドに新築中の新庁舎に集約する予定である 



・学校施設を改修した利用は市民にとって懐かしい感覚や、憩いの場になるという声が多

く、結果的には新たな集いの場としての機能も持ち合わせている。何より説明時の住民理

解が早く得られたことも、事業が進展した要因であると分析している。 

 

４．得られた成果と考察 

 当初、完全新築移転を検討していた庁舎建設は、資材高騰による入札不調、コロナ禍に 

よる社会情勢の影響から、延期を余儀なくされた。その折に中学校が閉校となり、庁舎へ

の運用議論が開始された。様々なタイミングが合致した結果と考えられる。 

 基本コンセプトにおいて、コストの縮減、安全対策とともに、デジタル化と人口減少に

おける対策を考慮した施設であるという説明が印象的であった。まず躯体自体はもってせ

いぜい２０年程度であるため、また解体議論が生じる。それであれば、現在進行している

ＩＣＴ化やＡＩ化に伴う書類資料での保存縮小、そして人口減少に伴う市役所職員の縮小

を予測し、将来的な執務棟の矮小化を念頭に置いて移転計画を検討していった。将来を見

据えた戦略的な計画である。 

 現在の庁舎分散化における住民理解についても、当初は誤認があったもの、それも数か

月で収まったということで、特段大きな影響は見られなかった。むしろ学校施設の利用と

いうことで郷愁を感じ、親しみやすさを醸成するものとなっている。 

  

５．まとめ 

    本視察において、既存施設のリノベーションにおける庁舎運用について視察を行った。

印象的だったのは、現在移転運用された部分は、２０年程度の運用で解体を検討してお

り、戦略的縮減をも想定した事業計画という点である。コストダウンだけではなく、ＩＣ

Ｔ活用による書類資料等の縮減、そして将来的な人口減少による役所職員の減少を念頭に

置いたものであることが印象的であった。 

 当別町においては、令和７年度第２回当別町新庁舎建設検討委員会において、公民館跡

地を利用した移転について提言をする方向で調整に入っている。本視察で得られた部分、

特に将来的な人口減少やＩＣＴ化を念頭に置いた施設整備について、本視察結果をもとに

働きかけ、戦略的に考慮された施設整備を求めていきたい。また役場施設への転用とはな

らずとも、多方面への用途活用の可能性が見いだせる視察でもあった。 

 

 

 

 

 

 

 



【資料】視察写真 

    その他資料は視察資料にて 

 

下田市役所河内庁舎外観（特急車両内より撮影） 

 

 

庁舎入口 

 

 

 



 

河内庁舎想定模型。右上建物が旧稲生沢中学校校舎。右下建物が体育館。 

左側建物は現在建設中の新築部分で、令和８年度運用予定。 

 

 

将来的な面積変化。⾧期的には新築部分を執務棟として運用し、中学校校舎、体育館は解

体を予定している。 

 



 

同中学校部分の模型。旧体育館は体育館や会議室等で市民に開放し運用予定 

 

 

視察場所となった部屋は、議会の委員会室として使用されている。後ろの棚や床は改修す

ることなく、そのまま利用されている 

 

 

 

 



 

学校教室の敷材をそのまま転用した執務室 

 

 

料理教室等を行う調理実習室は、施設をそのまま利用している 



 

市⾧室も教室を運用し、改修を施した 

 

 

旧稲生沢中学校の校章をそのまま残している 

 

 

 

 

 



 

 

１階エントランスの展示物など 

 

 

 

 

 

 

 



【参考】下田氏議会議場。視聴覚室を使用 

 

 



令和７年度 政務活動報告書（２） 
 

                   会派又は議員名  角田 広佑    
 

 

政 務 活 動 期 間 令和７年８月１８日～８月１９日（２日間） 

政 務 活 動 先 

焼津市里親支援センターここまる 

株式会社東海道シグマ 教育事業部 

静岡市里親家庭支援センター＆里親会・静岡市児相 

政務活動参加者 
角田 広佑（１名） 

社会的養護等自治体議員ネットワーク・わっか（他５名） 

政 務 活 動 項 目 

 〇里親委託状況・里親支援について他 

〇「社会的養護自立支援拠点事業」等、ケアリーバーへの支援

について他 

 〇里親支援を含めて社会的養護全般について、児相との連携

について 
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別紙のとおり 



静岡県行政視察結果報告書 

令和７年９月１９日 

報告者 角田 広佑 

 

１．視察日程  

令和７年８月１８（月）、１９日（火） 

 

２．参加議員（敬称略） 

・たけのうち有美（北海道札幌市議会） 

・柏野 大介（北海道恵庭市議会） 

・青木のぶえ（東京都北区議会） 

・藤林 詠子（福岡県久留米市議会） 

・渡辺 仁美（三重県桑名市議会） 

・角田 広佑（北海道当別町議会） 

 

３．視察場所、対応者 

別紙参照 

 

４．視察目的 

 全国の超党派組織「社会的養護等自治体議員ネットワーク・わっか」による、社会的養

護支援の先進地である静岡県への合同視察。県内の児童養護施設、里親支援、社会的養護

自立支援拠点事業などの事業所、児童相談所等の行政機関等を視察し、運営の概要、現

状、課題などを聴取し、町の児童福祉行政の向上に資することを目的としたもの。 

 

５．視察報告（詳細は別添視察報告を参照） 

 ①焼津市里親支援センターここまる 

 ②株式会社東海道シグマ 教育事業部 

 ③静岡市里親家庭支援センター＆里親会・静岡市児童相談所 

   

６．視察結果 

 静岡県は、政令指定都市２市（静岡市、浜松市）があり、県、政令市、その他の自治体

による児童福祉行政を行っている。特に里親支援については各自治体が、児童相談所は

県、政令市ほか４圏域、社会的養護自立支援事業は県が主体。 

 里親支援においては、そもそものなり手不足、なり手と要保護児童とのマッチングの難

しさ（里親側が選んでしまう）、措置解除後の喪失感（基本は元親にもどることが前提）に

対するケアが課題であると説明。特に喪失感については、丁寧なヒアリングを行い、バー



ンアウトを防ぐことも重要であるとの説明を受けた。またなり手不足対策として、説明会

や里親体験を通して掘り起こしを行っている。それにより、里親に関する考えの相違（子

どもを選べる、養護の義務等）を是正できるほか、事前のスクリーニング（適格かどうか

の見極め）を行うことも視野に置いているとのこと。 

 社会的養護自立支援事業は県が株式会社東海道シグマに業務委託を行い、令和６年度よ

り事業運営。県と協議し、民間企業独自の柔軟な対応を行っている。課題として、支援対象

者が就職するも定着しない（すぐ離職し、支援がリスタートする）、結果受け入れ先（企業）

への信用失墜があり、謝りに行くことも多い。また県外に就職が決まると、支援対象から外

れる（県内事業のため）ことから、その後のフォローアップが困難になるとのこと。 

また予算額と実際の稼働事務量との乖離（３人配置必置における人件費、事務費負担が

膨大）も課題であり、予算の拡大を希望しているとのことだった。 

 社会的養護者は、社会的、経済的な理由、更には虐待事例などにより、親元から離れざ

るを得ない児童に対する支援活動となる。昔は縁故が多かったが、家族規模の縮小化が影

響し、縁故によらない里親が担うものの、そのなり手も少なく、児童養護施設等にて対応

するパターンが多い。社会情勢の変化による経済的、社会的理由、疾患や虐待事例による

措置が増加しており、彼らを取り巻く環境整備とともに、社会的に取り残されることがな

いようにする支援が重要である。 

 当別町では、ファミリーホームが存在するほか、北海道医療大学が社会的養護児童を対

象にした入学枠を設定している等、社会的養護者支援を行っている団体等も存在する。今

後の支援拡充に向け、行政からの支援を含めた事業全体の調査研究を進めていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





令和７年度 政務活動報告書（３） 
 

                   会派又は議員名  角田 広佑     
 

 

政 務 活 動 期 間 令和７年１１月６日～１１月７日（２日間） 

政 務 活 動 先 名寄市、旭川市（ICT パーク）、東川町 

政務活動参加者 
角田 広佑（１名） 

会派 公明 佐々木信子、五十嵐信子（２名） 

政 務 活 動 項 目 

〇名寄市医療介護連携 ICT 事業について 

〇ICT パークについて 

〇日本語学校について、外国人受入れ対応について、共生プラ

ザ「そらいろ」について 
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 別紙について 
















